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仕 様 書

１．業務名

生活保護業務システム用端末等賃貸借業務

２．業務概要

福祉事務所職員が利用する生活保護システム用端末として、小型デスクトップ型パソコン（以下

「端末」という）及び周辺機器を賃貸借するものである。付帯作業として設置場所への搬入を行う

こと。

３．納品期限及び納品場所、契約期間及び賃貸借期間、支払方法

(1) 納品期限及び納品場所

納期：令和７年１０月１７日（金）までに、葛城市の指定する場所に納品すること。

（※納品はメーカー直送でも構わない。）

納品場所：葛城市役所 社会福祉課

(2) 契約期間及び賃貸借期間

賃貸借契約（地方自治法に基づく長期継続契約）とする。

契約期間は、契約締結日から令和１２年１０月３１日までとする。

賃貸借期間は令和７年１１月１日から令和１２年１０月３１日までの６０ヶ月間とする。

(3) 支払方法

賃貸料は賃貸借期間の開始月からとし、総額を６０ヶ月で均等に分割した額を貸付者へ支払う。

貸付者は、毎月末終了日以後の適法な請求書をもって賃借料を請求する。

４．見積条件

・次の合計価格を、前述の賃貸借期間で賃貸借契約を行う月額賃借料を見積もること。

（１）仕様（後述）に基づき導入する機器・ソフトウェアの代金、保守サポート料

５．機能要件等

（１）端末 数量 4台

項目 内容

OS Windows11 Pro 64bit(日本語版)

外形寸法 30～100(幅)×160～200(奥行)×150～200(高さ)mm 以下

（スタンド等を含めた寸法）

CPU Intel Core i5 以上 ※世代は第１３世代相当以上であること

メモリ 16GB 以上

ストレージ 256GB 以上の記憶装置

(端末本体に内蔵された SSD ドライブに限る)



※参考製品 NEC：Mate MKM46/C-K

FUJITSU：ESPRIMO G6014/R

Lenovo:ThinkCentre M70q

ディスプレイ 数量 4台

マウス 数量 4個

キーボード 数量 4個

ソフトウェア 数量 4個

６．保守対応について

（１）保守契約期間中において、機器が正常に作動するよう、保守業者（納入業者が保守を行う場

合は、当該納入業者。以下同じ）の負担において、機器の調整、修理又は、部品の交換等所要

の保守を行うこと。

（２）納入する機器の保守業者は、プライバシーマーク認定業者又は ISMS 認証業者、個人情報保護

方針等を定めた事業者であること。

光学ドライブ なし

画面解像度 Full HD(1920×1080)以上の解像度が出力できること

インターフェース USB Type-A ポート 4以上、LAN ポートあり、ワイヤレス LAN 不要

外部ディスプレイ出力 HDMI または displayport いずれか 1ポート以上、かつ VGA ポート 1以上

ただし、変換アダプタ等で VGA に対応することでも差し支えない

保守 5年保障 翌営業日出張修理

ディスク返却不要サービス付

その他 新製品又は現に販売され、仕様書に基づいた保守が受けられる製品とする

こと。

項目 内容

規格等 23.8 インチ ワイド 液晶 解像度 FHD1920×1080 以上

※モニターに端末の仕様に対応したインターフェイスがあること

項目 内容

規格等 ホイールスクロール機能付き光学式マウス

（USB で有線接続できること）

項目 内容

規格等 JIS 配列準拠の日本語キーボード

テンキー付で USB 接続であること

項目 内容

品名 Microsoft Office LTSC Standard 2024 ※指定品



（３）次のようにオンサイト保守サービスを行うこと。

12 月 29 日から翌年 1月 3日及び祝日を除く月曜日から金曜日の 9時 00 分から 17 時 00 分と

し、15時までの連絡については翌日中復旧作業、15 時以降の連絡については翌々日中復旧作業

を原則とする。

７．その他

・入札書には、月額賃借料を税抜きで記載してください。

・本仕様書に規定されている事項または解釈に疑義のある事項については、市担当者の指示また

は協議の上承認を受けること。

・初期不良品については、速やかに交換等の処置を行うこと。その際には、速やかに障害原因及

び処置について担当者に報告すること。

・納品（搬入）のみで、設置や調整作業は含まないものとする。

・本仕様書に明示が無いが、仕様に基づく業務の履行にあたり当然に必要となる物品、ソフトウ

ェア、作業については、調達の範囲に含むものとする。

・接続に必要なケーブル類は、すべて今調達に含むこと。

・賃貸借期間終了後は導入された機器、ソフトウェア等は無償譲渡すること。


